
徳
島
県
訓
令
第
十
四
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

監

査

事

務

局

徳
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
収
用
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

警

察

本

部

徳

島

県

議

会

事

務

局

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
農
林
水
産
部
に
属
す
る
事
項
の
項
第
四
号
の
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
場
計
画
の
作
成

別
表
第
一
農
林
水
産
部
に
属
す
る
事
項
の
項
第
四
号
の
４
中
「
第
百
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六

十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
４
を
同
号
の
６
と
し
、
同
号
の
３
中
「
第
六
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
百

二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
３
を
同
号
の
５
と
し
、
同
号
の
２
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
三
十
六

条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
２
を
同
号
の
４
と
し
、
同

号
の
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

第
六
十
四
条
第
六
項
（
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
公
示

３

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
水
面
漁
場
計
画
の
作
成

別
表
第
四
農
林
水
産
政
策
課
の
項
課
長
の
欄
第
七
号
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項

」
を
、
「
嘱
託
（
」
の
下
に
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
」
を
加
え
、
同
表
も
う
か
る
ブ

ラ
ン
ド
推
進
課
の
項
部
長
の
欄
第
二
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
課
長
の
欄
第
五
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
、
同
号
の
１
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
水
産
振
興
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号

の
１
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
２
中
「
第
十
五
条
の
二
」
を

「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
同
号
の
３
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

号
の
４
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
さ
く
河
魚
類
」
を
「
溯
河
魚
類

」
に
改
め
、
同
欄
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

漁
業
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
の
策
定
並
び
に
同
条
第
八
項
及
び

第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
の
変
更



２

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
及
び
年
次
漁
獲
割
当
量
の
取

消
し

３

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
停
泊
等
の
命
令

４

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
控
除

５

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
削
減

６

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
、
指
導
又
は
勧
告

７

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
捕
の
停
止
等
の
命
令

８

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
停
泊
等
の
命
令

別
表
第
四
水
産
振
興
課
の
項
課
長
の
欄
第
一
号
の
１
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
、
同

号
の
２
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
の
３
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三

十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
４
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
改
め
、
同
欄
第
五
号

の

を
削
り
、
同
欄
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
同
欄
に
次

10
の
二
号
を
加
え
る
。

十

漁
業
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更

２

第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定

３

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
設
定

４

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
の
認
可

５

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
の
認
可

６

第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
の
認
定

７

第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
へ
の
参
加
の
あ
つ
せ
ん

十
一

漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
の
変
更
の
認
定
及
び
同
令
第
十
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
認
定
協
定
の
認
定
の
取
消
し

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
の

中
「
第
百
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
条

21

第
一
項
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
の

中
「
第
百
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十

21

41

20

九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
の

中
「
第
百
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
百

20

40

19

六
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
の

中
「
第
百
二
十
一
条
」
を
「
第
百
六

19

39

18

十
二
条
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
の

中
「
第
百
二
十
条
」
を
「
第
百
六
十
一
条
」
に

18

38

17

改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

17

37

37

第
百
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
者
又
は
漁
業
従
事
者
の
範
囲
の
拡
張
又
は
限
定

35

第
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

36
別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
の

中
「
第
八
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
百
三
十

16

二
条
」
を
「
第
百
三
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
百
七
十
三
条
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、

16

34

同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

34

第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
指
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

29
る
条
件
の
付
加

第
百
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
の
認
可
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に

30
よ
る
公
示



第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
止
又
は
廃
止
の
認
可
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

31
公
示第

百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指

32
定
の
取
消
し

第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
泊
等
の
命
令

33
別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
の

中
「
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
条
第
七

15

項
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
の

中
「
第
四
十
条
（
第
三
十
六
条
第
三
項
（
同
条
第
四

15

28

14

項
」
を
「
第
九
十
四
条
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同

14

27

号
の

を
削
り
、
同
号
の

中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
十
六
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
」
を
「
第

13

12

九
十
二
条
第
一
項
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十

二
条
第
二
項
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
漁
業
権
の
取
消
し
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
行
使
の
停
止
命
令
」

を
加
え
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

26

26

第
九
十
一
条
第
一
項
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

25
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
漁
場
の
適
切
か
つ
有
効
な
活
用
を
図

る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
指
導
及
び
第
九
十
一
条
第
二
項
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
勧

告

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
の

中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
十
六
条
第
三
項

11

（
同
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同

を
11

同
号
の

と
し
、
同
号
の

中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十
八
条
第
一
項
（
同

24

10

条
第
五
項
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
９
中
「
第
三
十
四
条
第
四
項
（
第
三
十
六
条
第

10

23

三
項
（
同
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
一
項
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

制
限
又
は
」
を
削
り
、
同
９
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
８
を
削
り
、
同
号
の
７
中
「
第
二
十
六
条
第
一

22

項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
７
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
６
中

21

「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
６
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
５
中

20

「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
５
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
４
中

19

「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
４
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
３
中

18

「
第
十
四
条
第
四
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
七
十
二
条
第
六
項

」
に
改
め
、
同
３
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
２
中
「
第
十
条
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、

17

同
２
を
同
号
の

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

16

16

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
起
業
の
認
可

10

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
制
限
措
置
の
内

11
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
の
公
示

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は

12
起
業
の
認
可
へ
の
条
件
の
付
加

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
継
続
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可

13

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

14

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
認
可
の
取
消

15
し
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
認
可
の



変
更
、
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
の
命
令

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
の
１
中
「
第
八
条
第
六
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項

」
に
改
め
、
同
１
を
同
号
の
９
と
し
、
同
９
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
の
策
定
並
び
に
同
条
第
八
項
及
び

第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
の
変
更

２

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
及
び
年
次
漁
獲
割
当
量
の
取

消
し

３

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
停
泊
等
の
命
令

４

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
控
除

５

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
削
減

６

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
、
指
導
又
は
勧
告

７

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
捕
の
停
止
等
の
命
令

８

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
停
泊
等
の
命
令

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
七
十
七
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
す
べ
き
金
額

42
の
決
定
及
び
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
者
負
担
の
決

定

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
三
号
中
「
昭
和
四
十
年
徳
島
県
規
則
第
五
号
」
を
「
令
和
二

年
徳
島
県
規
則
第
八
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
の
１
か
ら
８
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

第
十
条
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
基
準
の
策
定

２

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
有
効
期
間
の
短
縮
の
決
定

３

第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
三
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
許
可
又
は
認
可
の
変
更
、
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止

４

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
捕
の
許
可
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
有
効

期
間
の
短
縮
の
決
定
及
び
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
並
び
に
同
条
第
十
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
及
び
第
三
十
二
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
変
更
、
取
消
し
又
は
効
力
の

停
止

５

第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
除
害
設
備
の
設
置
又
は
変
更
の
命
令

６

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岩
礁
破
砕
等
の
許
可

７

第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
砂
れ
き
の
採
取
の
許
可

８

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
船
舶
の
停
泊
等
の
命
令

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
三
号
の
９
か
ら

ま
で
を
削
り
、
同
欄
中
第
四
号
を
削
り
、

14

第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
課
長
の
欄
第
一
号
の

２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
課
長
の
欄
第
一
号
の

中
「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
六

10

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
９
中
「
第
百
二
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
百
七

10

22

十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
９
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
８
中
「
第
百
二
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百

21



六
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
８
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
７
中
「
第
百
二
十
二
条
」
を
「
第
百
六

20

十
三
条
」
に
改
め
、
同
７
を
同
号
の

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

19

第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
の
認
定

16

第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
へ
の
参
加
の
あ
つ
せ
ん

17

第
百
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
へ
の
意
見
の
聴
取

18
別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
課
長
の
欄
第
一
号
の
６
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
百
二
十
二
条
」
に
改

め
、
同
６
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
５
中
「
第
六
十
七
条
第
九
項
」
を
「
第
百
二
十
条
第
九
項
」
に
改

15

め
、
同
５
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
４
中
「
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め

14

、
同
４
を
同
号
の

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

13

13

第
百
六
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

11

第
百
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
の
変
更
の
認
可
及
び
同
条
第
六
項
の

12
規
定
に
よ
る
公
示

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
課
長
の
欄
第
一
号
の
３
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
３
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

３

第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定

４

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
設
定

５

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
の
認
可

６

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
の
認
可

７

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可

８

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

９

第
九
十
四
条
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
へ
の
意
見
の
聴
取

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
課
長
の
欄
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

漁
業
法
施
行
令
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定

の
変
更
の
認
定
及
び
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
の
認
定
の
取
消
し

２

第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
会
議
の
招
集

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
課
長
の
欄
第
五
号
を
削
り
、
同
欄
第
四
号
の
１
及
び
２
を
削
り
、
同
号
の

３
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
３
を

同
号
の
１
と
し
、
同
号
の
４
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
４
を

同
号
の
２
と
し
、
同
号
の
５
を
削
り
、
同
号
を
同
欄
第
五
号
と
し
、
同
欄
第
三
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第

七
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
四
号
と
し
、
同
欄
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

漁
業
法
施
行
規
則
（
令
和
二
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
及
び
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


